
○原子力施設のテロ対策は、原子炉等規制法に基づき防護措置を義務付け
○テロリストに対する侵入防止や早期検知するための防護措置は、ＩＡＥＡの核物質防護に関する勧告文書等に準拠
・多層に区域強化を設定し、フェンス、センサー、監視カメラ等の設置や警備員による巡視、出入管理を実施
・サイバーセキュリティ対策として、外部からのアクセスを遮断

○テロ事案が発生した場合に対処するため、治安機関（警察、海上保安庁）が警備、警戒を実施

原子力施設のテロ対策

フェンス、カメラや各種センサー
車両ゲートの厳重な管理

（ゲートの２重化、車体の確認等）

立入制限区域の境界（フェンス）

防護区域の境界（建物の外壁）

厳重な出入管理
（ＩＤの確認、持ち物の検査等）

頑丈な扉、侵入防止措置付きの窓等

警備員等による巡視

突入防止用の障害物等

海上保安庁の巡視船艇による監視警戒

警察の常駐部隊による警備

（注）警察の常駐部隊による警備、
海上保安庁による監視は、原
子炉等法の要求内容ではない。

中央制御室

周辺防護区域の境界（フェンス）


